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(注
)

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

２
１

１
４

１
５

１
８

１
６

１
７

４
ス

ピ
リ

ッ
ツ

等
に

は
原

料
用

ア
ル

コ
ル

を
含

み
そ

の
他

の
醸

造
酒

等
に

は
粉

末
酒

及
び

雑
酒

を
含

む

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
製

造
免

許
場

数
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

製
造

免
許

場
数

で
あ

る
。

２
０

１
９ ８  ９ １
０

１
１

１
３

１
２

６
　

平
成

1
8
年

度
以

降
の

酒
類

の
製

造
免

許
場

数
は

、
平

成
1
8
年

度
の

酒
税

法
改

正
に

伴
い

酒
税

法
附

則
第

6
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
製

造
免

許
を

受
け

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
も

の
を

含
ん

で
い

る
。

５
　

一
の

製
造

場
で

複
数

の
酒

類
の

製
造

免
許

を
有

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

、
主

た
る

酒
類

を
本

書
き

と
し

、
そ

の
他

は
外

書
き

と
し

て
掲

げ
た

。

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。
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年
　

　
　

度
平

成
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

製
造

場
数

6
2
4

1
0
3

2
0
9

2
5
1

2
6
4

2
6
2

2
3
9

2
3
0

2
6
3

2
4
4

2
3
4

2
2
3

2
1
1

2
0
6

2
0
1

製
造

者
数

6
2
4

9
5

1
9
4

2
3
1

2
4
2

2
4
0

2
2
8

2
2
0

2
5
1

2
3
2

2
2
3

2
1
3

2
0
0

1
9
6

1
9
1

年
　

　
　

度
2
0

2
1

付
表

２
　

果
実

酒
製

造
場

（
者

）
数

の
推

移
　

（
特

定
酒

類
（

果
実

酒
）

）

  
  

  
  

を
掲

げ
た

。

  
  
  
  
　

　
※

　
酒

税
法

の
一

部
改

正
（
平

成
６

年
３

月
3
1
日

法
律

第
2
4
号

）
に

よ
り

、
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
に

係
る

最
低

製
造

数
量

基
準

が
2
,0

0
0
kl

か
ら

6
0
kl

に
引

き
下

げ
ら

れ
た

。

付
表

１
　

地
ビ

ー
ル

製
造

場
（

者
）

数
の

推
移

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

は
、

各
年

度
末

（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
平

成
６

年
４

月
１

日
以

降
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

場
（
者

）
で

、
大

手
ビ

ー
ル

メ
ー

カ
ー

（
５

社
）
及

び
試

験
製

造
免

許
に

係
る

製
造

場
（
者

）
を

除
い

た
も

の

（
1
4
 

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

） 

製
造

場
数

0
1

製
造

者
数

0
1

認
定

計
画

数
8

1
2

  
  

  
  

場
を

掲
げ

た
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

果
実

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

適
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
で

あ
る

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

1
2
月

1
8
日

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

に
よ

り
果

実
酒

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

者
及

び
そ

の
果

実
酒

製
造

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

を
掲

げ
た

。

（
1
4
 

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

） 
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年
　

　
　

度
平

成
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

製
造

場
数

4
2
9

5
4

8
5

1
1
9

1
3
9

1
4
4

製
造

者
数

4
2
8

5
3

8
4

1
1
8

1
3
8

1
4
3

認
定

計
画

数
1
1

3
8

5
8

7
4

8
5

9
3

1
0
8

付
表

３
　

濁
酒

製
造

場
（

者
）

数
の

推
移

　
（

特
定

酒
類

（
そ

の
他

醸
造

酒
）

）

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

1
2
月

1
8
日

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

に
よ

り
濁

酒
の

製
造

免
許

を
取

得
し

た
製

造
者

及
び

そ
の

濁
酒

製
造

場

  
  
  
  
を

掲
げ

た
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

そ
の

他
の

醸
造

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

適
用

し
な

い

  
  
  
  
　

　
　

 こ
と

と
さ

れ
た

。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
で

あ
る

。

付
表

４
　

果
実

酒
製

造
場

（
者

）
数

の
推

移
　

（
特

産
酒

類
（

果
実

酒
）

）

（
1
4
 

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

）
 

年
　

　
　

度
2
0

2
1

製
造

場
数

0
0

製
造

者
数

0
0

認
定

計
画

数
1
3

1
6

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
で

あ
る

。

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

1
2
月

1
8
日

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

に
よ

り
果

実
酒

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

者
及

び
そ

の
果

実
酒

製
造

  
  
  
  
場

を
掲

げ
た

。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

の
2
（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

果
実

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

2
ｋ
ｌに

緩
和

さ
れ

た
。

（
1
4
 

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

）
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年
　

　
　

度
2
0

2
1

製
造

場
数

0
8

製
造

者
数

0
8

認
定

計
画

数
1
1

1
9

  
  
  
  
※

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

第
2
8
条

の
2
（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

リ
キ

ュ
ー

ル
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

1
ｋ
ｌに

緩
和

さ
れ

た
。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
で

あ
る

。

付
表

５
　

リ
キ

ュ
ー

ル
製

造
場

（
者

）
数

の
推

移
　

（
特

産
酒

類
（

リ
キ

ュ
ー

ル
）

）

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

1
2
月

1
8
日

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

に
よ

り
リ

キ
ュ

ー
ル

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

者
及

び
そ

の
リ

キ
ュ

ー

  
  
  
 ル

製
造

場
を

掲
げ

た
。

（
1
4
 

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

）
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1
5
　

酒
類

販
売

業
免

許
場

数
の

推
移

(単
位

:場
）

全
酒

類
そ

の
他

計
全

酒
類

そ
の

他
計

-
外

 1
,3

1
6

外
 1

,3
1
6

外
 1

,1
9
8

外
 1

4
7

外
 1

,3
4
5

1
,9

6
5

2
,3

8
7

4
,3

5
2

1
2
2
,2

9
1

2
0
,7

5
6

1
4
3
,0

4
7

1
4
7
,3

9
9

-
-

-
-

-
外

 1
4
,3

2
1

1
3
,7

3
8

2
,7

3
1

1
6
,4

6
9

1
2
9
,9

7
6

2
0
,8

5
6

1
5
0
,8

3
2

1
6
7
,3

0
1

-
-

-
-

-
外

 1
3
,3

6
4

1
2
,7

6
1

2
,6

1
0

1
5
,3

7
1

1
3
5
,4

5
7

2
1
,2

9
4

1
5
6
,7

5
1

1
7
2
,1

2
2

-
-

-
-

-
外

 1
2
,6

1
7

1
1
,9

8
0

2
,6

7
6

1
4
,6

5
6

1
3
8
,0

5
6

2
1
,8

3
2

1
5
9
,8

8
8

1
7
4
,5

4
4

-
-

-
-

-
外

 1
2
,5

9
4

1
1
,5

4
0

3
,4

8
7

1
5
,0

2
7

1
3
9
,3

9
6

2
2
,1

2
7

1
6
1
,5

2
3

1
7
6
,5

5
0

-
-

-
-

-
外

 1
6
,0

4
4

1
1
,3

8
9

7
,1

2
1

1
8
,5

1
0

1
3
6
,3

8
4

2
2
,0

5
9

1
5
8
,4

4
3

1
7
6
,9

5
3

-
-

-
-

-
外

 1
5
,8

2
2

1
1
,0

0
6

7
,3

0
2

1
8
,3

0
8

1
3
6
,5

4
5

2
2
,0

9
1

1
5
8
,6

3
6

1
7
6
,9

4
4

-
-

-
-

-
外

 1
5
,7

8
6

1
0
,8

9
6

7
,3

2
5

1
8
,2

2
1

1
3
7
,1

3
8

2
2
,1

6
2

1
5
9
,3

0
0

1
7
7
,5

2
1

-
-

-
-

-
外

 1
5
,5

4
2

1
0
,6

8
2

7
,3

3
2

1
8
,0

1
4

1
3
7
,7

7
7

2
2
,3

3
5

1
6
0
,1

1
2

1
7
8
,1

2
6

-
-

-
-

-
外

 1
5
,2

8
6

1
0
,4

8
7

7
,3

3
1

1
7
,8

1
8

1
3
8
,5

6
8

2
2
,7

7
0

1
6
1
,3

3
8

1
7
9
,1

5
6

-
-

-
-

-
外

 1
4
,9

1
3

1
0
,2

0
0

7
,2

7
4

1
7
,4

7
4

1
3
9
,4

0
3

2
3
,0

0
3

1
6
2
,4

0
6

1
7
9
,8

8
0

-
-

-
-

-
外

 1
4
,6

5
2

9,
9
8
0

7
,1

3
7

1
7
,1

1
7

1
4
0
,1

8
0

2
6
,7

0
3

1
6
6
,8

8
3

1
8
4
,0

0
0

6
3
.1

2
　

 「
規

制
緩

和
推

進
要

綱
」
の

閣
議

決
定

元
. 
6
  

人
口

基
準

、
抽

選
制

の
導

入

4
6
．

3
．

3
1

5
1
．

3
．

3
1

5
6
．

3
．

3
1

6
1
．

3
．

3
1

7
．

3
．

3
1

昭
和

6
．

3
．

3
1

8
．

3
．

3
1

9
．

3
．

3
1

5
．

3
．

3
1

平
成

卸
売

業
小

売
業

現
在

区
分

年
月

日
備

考
合

計

1
3
.3

　
酒

類
販

売
業

免
許

制
度

発
足

2
．

3
．

3
1

3
．

3
．

3
1

4
．

3
．

3
1

9
,9

8
0

7
,1

3
7

1
7
,1

1
7

1
4
0
,1

8
0

2
6
,7

0
3

1
6
6
,8

8
3

1
8
4
,0

0
0

-
-

-
-

-
外

 1
4
,3

4
6

9
,7

5
7

7
,0

9
0

1
6
,8

4
7

1
4
0
,8

3
6

3
1
,0

1
2

1
7
1
,8

4
8

1
8
8
,6

9
5

-
-

-
-

-
外

 1
4
,0

6
1

9
,5

4
6

7
,0

8
1

1
6
,6

2
7

1
4
3
,7

1
8

3
1
,3

7
7

1
7
5
,0

9
5

1
9
1
,7

2
2

-
-

-
-

-
外

 1
3
,9

2
3

9
,4

3
6

7
,0

5
3

1
6
,4

8
9

1
4
5
,8

4
1

3
1
,6

4
1

1
7
7
,4

8
2

1
9
3
,9

7
1

-
-

-
-

-
外

 1
3
,6

3
0

9
,3

6
5

6
,8

8
5

1
6
,2

5
0

1
4
5
,0

5
3

3
1
,8

2
0

1
7
6
,8

7
3

1
9
3
,1

2
3

-
-

-
-

-
外

 1
3
,3

9
5

9
,2

1
0

6
,7

7
3

1
5
,9

8
3

1
5
1
,3

4
3

3
0
,6

7
9

1
8
2
,0

2
2

1
9
8
,0

0
5

-
-

-
-

-
外

 1
3
,4

5
1

9
,0

7
0

6
,6

8
6

1
5
,7

5
6

1
5
4
,7

5
9

2
9
,8

4
0

1
8
4
,5

9
9

2
0
0
,3

5
5

-
-

-
-

-
外

 1
3
,1

8
0

8
,6

3
0

6
,4

6
9

1
5
,0

9
9

1
6
5
,9

1
5

2
7
,3

1
1

1
9
3
,2

2
6

2
0
8
,3

2
5

-
-

-
-

-
外

 1
2
,5

9
7

8
,0

1
1

6
,4

0
6

1
4
,4

1
7

1
7
1
,6

7
4

2
5
,7

3
7

1
9
7
,4

1
1

2
1
1
,8

2
8

-
-

-
-

-
外

 1
2
,1

9
9

7
,6

0
8

6
,3

8
4

1
3
,9

9
2

1
7
0
,9

7
5

2
5
,4

8
5

1
9
6
,4

6
0

2
1
0
,4

5
2

-
-

-
-

-
外

 1
1
,8

7
1

7
,3

0
3

6
,3

3
0

1
3
,6

3
3

1
7
8
,1

2
4

2
3
,1

4
8

2
0
1
,2

7
2

2
1
4
,9

0
5

-
-

-
-

-
外

 1
1
,6

8
3

7
,1

1
1

6
,2

6
2

1
3
,3

7
3

1
7
9
,6

2
4

2
2
,2

5
0

2
0
1
,8

7
4

2
1
5
,2

4
7

-
-

-
-

-
外

 1
1
,3

4
6

6
,8

5
5

6
,0

9
0

1
2
,9

4
5

1
7
8
,0

1
6

2
1
,3

5
0

1
9
9
,3

6
6

2
1
2
,3

1
1

-
-

-
-

-
外

 1
0
,9

6
6

6
,5

8
9

5
,9

0
9

1
2
,4

9
8

1
7
6
,7

7
3

7
,2

9
9

1
8
4
,0

7
2

1
9
6
,5

7
0

(注
)

1
8
. 
8
　

 「
酒

類
小

売
業

者
の

経
営

の
改

善
等

に
関

す
る

緊
急

措
置

法
」
に

よ
る

緊
急

  
  

  
  

 調
整

地
域

の
指

定
失

効

1
7
. 
8
　

 「
酒

類
小

売
業

者
の

経
営

の
改

善
等

に
関

す
る

緊
急

措
置

法
の

一
部

を
改

　
　

　
　

 正
す
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